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不動産購入事案に関する取扱い（フロー図）

資金提供
契約時

• 事業計画及び資金計画を確認（賃貸でなく購入する必要性を確認）

• シンボルマークを不動産に表示するために必要な経費を計上

不動産購
入前

• 資金分配団体の事前承認が必要。なお、疑義がある場合は、JANPIA（事業
部）と協議

【チェックポイント】

• ①買主は実行団体か、➁売主は関係者以外か、③購入時期・購入金額は適
切か、④担保権が設定されていないか、⑤適切な仲介による売買か

不動産購
入後

• 固定資産台帳等に購入不動産を記載

• ①実行団体の登記事項証明書及び➁不動産情報（固定資産台帳等の管理
簿、登記事項証明書、売買契約書、重要事項説明書、不動産所在地図、写
真）を速やかに資金分配団体経由でその写しをJANPIAに送付
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不動産購入事案に関する取扱い（フロー図）

助成期間中
の管理

•不動産の使用状況を進捗状況報告及び年度末報告などにより確認

事業完了時
の確認

•事業完了報告の確認

•事業完了時監査時に不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等
を確認

•使用目的を変更について、疑義がある場合は、JANPIAと協議

•JANPIAが実施する事業完了時監査の際に不動産の管理状況を確認

事業完了時
監査後の管

理

• 財産の処分制限期間中は、資金分配団体は毎年度末に不動産の使用状況
を確認しJANPIAに報告

• 資金提供契約に基づき不動産を処分する場合は、資金分配団体はJANPIAと
協議の上、事前に書面による承諾が必要

JANPIAにお
ける管理

• 資金分配団体から送付された不動産情報等に基づき、不動産管理台帳を作
成して財産処分制限期間が終了まで管理
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不動産購入事案に関する取扱い（概要図）
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※不動産管理台帳により
財産処分制限期間終了まで管理

③購入後：不動産情報等を報告

⑥事業完了時監査後：（財産の処分制限期間中）

・毎年度末使用状況を報告
・財産処分の事前承諾申請

➡書面による承諾（必須）

⑤事業完了時：
・事業完了報告の確認、事業完了時監
査で使用目的の変更確認・承諾（必須）

④助成期間中：
・進捗状況報告及び年度末報告の確認

※資金分配団体でチェックポイントを確認

➁購入前：購入の事前承認申請
➡事前承認（必須）

①契約時：事業計画・資金計画を確認

➁購入前：事前協議（必要な場合）

③購入後：不動産情報等を報告

④助成期間中：
・進捗状況報告及び年度末報告の確認

⑤事業完了時：
・事業完了報告の確認
・使用目的変更の事前協議（必要な場合）
・JANPIAは事業完了時監査で確認

⑥事業完了時監査後：（財産の処分制限期間中）

・毎年度末使用状況を報告
・財産処分の事前協議（必須）
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